
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
控
除
対
象
寄
附
金
の
指
定
（
二
件
） 

（
税　

務　

課
）　
　

一

〇
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請 

（
農
業
振
興
課
）　
　

一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　
　

二

公　
　
　

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
四
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

二

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告 

（
警
察
本
部
会
計
課
）　
　

三

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 

四

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

五

〇
政
治
団
体
の
解
散
届 

六

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
年
分
） 

六

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
一
年
分
） 

六

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
二
年
分
） 
六

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
三
年
分
） 
七

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
六
年
分
） 

七

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
七
年
分
） 

八

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出 

八

〇
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
し
の
届
出 

九

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
一
号

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
寄
附
金
を
個
人
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
の
控
除
対
象
寄
附
金
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

控
除
対
象
寄
附
金
と
し
て
指
定
し
た
寄
附
金

　
　

学
校
法
人
専
修
大
学
に
対
す
る
寄
附
金
（
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
以
後
に
寄
附
し
た
も
の
に
限
る
。）

二　

寄
附
金
の
相
手
方
の
法
人
の
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在

　
　

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
三
丁
目
八
番
地
一

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
二
号

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
寄
附
金
を
個
人
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
の
控
除
対
象
寄
附
金
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

控
除
対
象
寄
附
金
と
し
て
指
定
し
た
寄
附
金

　
　

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
に
対
す
る
寄
附
金
（
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
以
後
に
寄
附
し
た
も
の
に
限
る
。）

二　

寄
附
金
の
相
手
方
の
法
人
の
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在

　
　

東
京
都
目
黒
区
東
が
丘
二
丁
目
五
番
二
十
一
号

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
号

　

農
地
中
間
管
理
機
構
公
益
社
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
振
興
公
社
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た

の
で
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
九
月
一
日
ま
で
、
次
の
と
お

り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

二　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
六
日

三　

縦
覧
場
所
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宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
号

　

県
営
南
鹿
原
地
区
土
地
改
良
事
業
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
生
産
基
盤
型
））
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第

八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称　
　

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

加
美
町
役
場

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
矢
本
字
鹿
石
前
百
二
番
一
、
百
三
番
一
及
び

百
三
番
四
の
各
一
部

　

東
松
島
市
小
松
字
上
浮
足
二
百
六
十
番
地
三

 

有
限
会
社
矢
本
メ
デ
ィ
カ
ル
サ
プ
ラ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

栗
原
市
栗
駒
岩
ヶ
崎
下
川
原
四
番
二
、
十
一
番
一
、
十

三
番
一
、
十
八
番
、
十
九
番
、
二
十
番
、
二
十
一
番
、
二

十
二
番
、
二
十
三
番
、
二
十
四
番
、
二
十
五
番
、
三
十
六

番
一
、
三
十
六
番
四
、
三
十
七
番
、
三
十
八
番
一
、
四
十

番
一
、
十
八
番
地
先
の
水
の
一
部

　

栗
原
市
栗
駒
岩
ヶ
崎
下
川
原
十
九
番
地

 

社
会
福
祉
法
人
Ｋ
Ｔ
Ｋ
福
祉
会　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

気
仙
沼
市
九
条
三
百
七
十
五
番
七
、
三
百
七
十
五
番

九
、
三
百
七
十
五
番
十
三
の
一
部
、
三
百
七
十
五
番
二
十

三
、
三
百
七
十
八
番
三
、
三
百
八
十
番
一
、
三
百
八
十
一

番
四
、
三
百
八
十
二
番
一
、
三
百
八
十
二
番
二
、
三
百
八

十
三
番
四
、
三
百
八
十
四
番
四
、
三
百
八
十
五
番
七
、
三

百
八
十
五
番
九
、
三
百
八
十
三
番
四
地
先
の
道
の
一
部

 

気
仙
沼
市　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

気
仙
沼
市
本
吉
町
蕨
野
六
十
三
番
一
の
一
部
、
百
十
五

番
の
一
部
、
百
十
六
番
一
の
一
部
、
百
十
六
番
四
の
一
部
、
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二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

百
十
七
番
、
百
十
八
番
一
の
一
部
、
百
七
十
九
番
の
一
部
、

百
八
十
番
一
、
二
百
二
十
六
番
二
、
百
八
十
番
一
の
地
先

の
道
の
一
部
、
百
十
六
番
一
の
地
先
の
道
の
一
部
、
同
町

外
尾
百
五
十
二
番
三
の
一
部
、
百
五
十
三
番
の
一
部
、
百

五
十
四
番
、
百
五
十
五
番
一
の
一
部
、
百
五
十
七
番
一
、

百
五
十
七
番
一
の
地
先
の
道
の
一
部

 

気
仙
沼
市　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

反
則
通
告
等
管
理
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
ほ
か

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
事
項　
　
　
　

　

１ 　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２ 　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３ 　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て
を

し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４ 　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。　　

　

５ 　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６  　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

　

７ 　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

 　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支

店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及

び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と

い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
、
又
は
暴
力

団
員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り
を
持
つ
者

と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」
と
い
う
。）

の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８ 　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇

－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
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一
号　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十
七
年
九
月
二
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る

こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇

－

八
四
一
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課
調
度
係
（
電
話
番
号
〇
二
二

－

二
二
一

－

七
一
七
一
、
内
線
二
二
三
二
）

　

２　

入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
限

　
　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
七
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で

　

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

 　

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
九
月
十
日
（
木
）
ま
で
に
必

要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
ま
で
の
間
に
お

い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
書
の
提
出
期
限

　
　

 　

入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
開
札
の
日
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
平
成
二
十

七
年
九
月
二
十
九
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
に
、
調
達
案
件
名
称
及
び
開
札
日
等
を
記
載
の
上
、
配
達
証
明
付
書

留
郵
便
に
て
１
あ
て
必
着
の
こ
と
。
提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も

受
理
し
な
い
。

　

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日
（
水
）
午
前
十
時

　
　

㈡　

場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
警
察
本
部
庁
舎
三
階
三
〇
二
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
三
の
３
に
お
け
る
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他　

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２ 　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入

札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

３ 　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
。

　

４ 　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
者
に

求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５ 　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
契
約
期
間
全
体
の
賃
借
料
の
総
額
を
記
載
す
る
こ

と
。
ま
た
、
契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
八
に
相
当
す
る
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下

同
じ
。）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者
で
あ
る
か
免

税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
八
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載

す
る
こ
と
。

　

６ 　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

８ 　

こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
長
期
継
続
契
約
対
象
業

務
と
し
て
複
数
年
度
に
わ
た
る
履
行
期
間
の
契
約
締
結
を
行
う
。
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
に
つ
い
て
翌
年
度

以
降
の
歳
出
予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
時
は
、
契
約
書
の
定
め
に
よ
り
契
約
を
解
除
す
る
。

　

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

　

１

 　

Place and D
eadline for Subm

itting Bid Form
 : Supplies Section, Finance D

ivision, General 

A
ffairs D

epartm
ent, M

iyagi Prefectural Police H
eadquarters Septem

ber 28, 2015, 5 : 00 p.m
. 

　

２

 　

Item
/Service Required : Lease of T

raffic O
ffense N

otifications M
anagem

ent System
 - 1 set

　

３

 　

D
ate and Place of Bid Selection : 302 conference room

, M
iyagi Prefectural Police H

eadquarters 

Septem
ber 30, 2015, 10 : 00 a.m

. 

　

４

 　

Contact : Supplies Section, Finance D
ivision, General A

ffairs D
epartm

ent, M
iyagi Prefectural 

Police H
eadquarters, 3-8-1 H

oncho, A
oba-ku, Sendai, M

iyagi 980-8410 Japan T
el.: 022-221-7171 

Ext. 2234

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
九
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部
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イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

次
世
代
の
党
名

取
市
議
会
第
一

支
部

吉
田　
　

良

吉
田　

良
秋

名
取
市
大
手
町
一

－

六

－

一

〇

平
成
二
十
七
年

 

七
月
十
五
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

活
き
活
き
宮
城
を
つ
く

る
市
民
の
会

相
澤　

久
義

佐
々
木
廣
光

大
崎
市
三
本
木
蒜
袋
字
南
屋
敷
一
二

－

一

平
成
二
十
七
年

 

七
月
三
日

遠
藤
よ
し
じ
後
援
会

遠
藤　

喜
二

遠
藤　

民
子

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
遠
山
一

－

七

－

二
七

平
成
二
十
七
年

 

七
月
三
十
一
日

大
沼
吉
隆
後
援
会

佐
藤　
　

博

佐
藤　
　

博

柴
田
郡
村
田
町
大
字
薄
木
字
一
本
杉
五

三

－

一

平
成
二
十
七
年

 

七
月
二
十
三
日

香
取
つ
ぐ
お
後
援
会

川
島　

重
雄

香
取　

嗣
雄

塩
竈
市
舟
入
二

－

八

－
一
二

－

四

平
成
二
十
七
年

 

七
月
二
十
四
日

木
村
み
の
る
後
援
会

浅
野　

宣
充

太
田　

政
興

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
境
山
一

－

九

－

二
一

平
成
二
十
七
年

 

七
月
二
十
三
日

熊
谷
あ
け
み
後
援
会

佐
藤
喜
久
雄

千
葉
金
次
郎

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
遠
山
五

－

二

－

六
五

平
成
二
十
七
年

 

六
月
二
十
六
日

佐
々
木
こ
う
え
つ
後
援

会

沼
津
敬
太
郎

大
子
田
利
夫

遠
田
郡
美
里
町
北
浦
字
大
田
五

平
成
二
十
七
年

 

七
月
三
十
一
日

佐
藤
邦
彦
後
援
会

佐
藤　

邦
彦

今
泉　

芳
昭

亘
理
郡
亘
理
町
字
新
井
町
四
一

平
成
二
十
七
年

 
七
月
二
十
四
日

佐
藤
と
し
あ
き
後
援
会

吉
川　
　

弘

菅
野　

友
子

塩
竈
市
玉
川
二

－

二

－

六　
　

平
成
二
十
七
年

 

七
月
二
十
二
日

菅
原
あ
つ
し
後
援
会

菅
原　
　

厚

渡
辺　

琢
爾

大
崎
市
古
川
若
葉
町
二

－

三

－

八

平
成
二
十
七
年

 

七
月
十
三
日

す
ず
き
新
津
男
後
援
会

鈴
木
新
津
男

西
大
條
英
幸

多
賀
城
市
高
橋
二

－

一
六

－

七

平
成
二
十
七
年

 

七
月
三
十
一
日

鈴
木
保
博
後
援
会

鈴
木　

忠
一

岡
崎　

福
夫

柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
辺
字
中
山
三
二

平
成
二
十
七
年

 

七
月
二
十
七
日

高
橋
た
く
み
後
援
会

髙
橋　

卓
誠

髙
橋　

卓
誠

仙
台
市
青
葉
区
錦
町
一

－

四

－

一
〇

平
成
二
十
七
年

 

七
月
八
日

畑
山
和
晴
後
援
会

畑
山　

和
晴

畑
山　

律
子

黒
川
郡
富
谷
町
成
田
三

－

三
二

－

五

平
成
二
十
七
年

 

七
月
二
十
八
日

日
野
秀
逸
後
援
会

日
野　

秀
逸

日
野　

明
美

塩
竈
市
東
玉
川
町
四

－

七

平
成
二
十
七
年

 

六
月
十
日

星
守
夫
後
援
会

加
藤　

信
夫

星　
　

克
秀

角
田
市
佐
倉
字
小
山
東
一
九
六

平
成
二
十
七
年

 

七
月
三
日

〇
宮
選
管
告
示
第
九
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
宮
城
県
自

動
車
整
備
支
部

渡
邉　

芳
博

会
計
責
任
者

の

氏

名

長
谷
川　

茂

渡
辺　

敏
晴

平
成
二
十
七
年

 

六
月
二
十
四
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

あ
べ
ま
さ
き
を
囲
む
会

宮
内　

弘
晶

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

塩
竈
市
玉
川
一

－

五

－

一
二

塩
竈
市
白
菊
町
一

〇

－

二
八

平
成
二
十
七
年

 

七
月
十
二
日

　

　

代

表

者

の

氏

名

宮
内　

弘
晶

佐
藤　

力
男

大
久
保
三
代
連
合
後
援

会

吉
川
由
香
里

代

表

者

の

氏

名

吉
川
由
香
里

大
久
保
三
代

平
成
二
十
七
年

 

七
月
十
五
日

小
野
寺
淳
一
後
援
会

大
沼　

恭
子

代

表

者

の

氏

名

大
沼　

恭
子

小
野
寺
淳
一

平
成
二
十
七
年

 

七
月
七
日

　

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

柴
田　

望
未

田
端　

望
未

桑
島
崇
史
後
援
会

菅
原　
　

傳

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

黒
川
郡
富
谷
町
あ

け
の
平
一

－

三
六

－

一

黒
川
郡
富
谷
町
富

谷
字
西
沢
一
一
五

－

八

平
成
二
十
七
年

 

七
月
十
八
日

桜
井
公
一
後
援
会

土
井　

徳
夫

代

表

者

の

氏

名

土
井　

徳
夫

鈴
木　

徹
男

平
成
二
十
七
年

 

七
月
一
日

佐
々
木
賢
司
後
援
会

鈴
木　

健
司

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

大
崎
市
三
本
木
字

東
浦
九

－

一

大
崎
市
三
本
木
字

町
浦
九

－

一

平
成
二
十
七
年

 

七
月
二
十
九
日

佐
々
木
幸
士
後
援
会

須
貝
賀
津
雄

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
太
白
区
泉

崎
一

－

三
三

－

一

〇

仙
台
市
太
白
区
長

町
六

－

一
五

－

一

五

平
成
二
十
七
年

 

六
月
二
十
七
日

高
平
と
し
お
後
援
会

文
屋
幸
次
郎

代

表

者

文
屋
幸
次
郎

佐
藤　
　

勝

平
成
二
十
七
年
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の

氏

名

 

七
月
二
十
六
日

西
田
嘉
博
後
援
会

白
木　

敏
夫

代

表

者

の

氏

名

白
木　

敏
夫

西
田　

嘉
博

平
成
二
十
七
年

 

七
月
十
日

宮
城
県
自
動
車
整
備
政

治
連
盟

渡
邉　

芳
博

会
計
責
任
者

の

氏

名

長
谷
川　

茂

渡
辺　

敏
晴

平
成
二
十
七
年

 

六
月
二
十
四
日

宮
城
県
社
会
保
険
労
務

士
政
治
連
盟

黒
川　

一
郎

代

表

者

の

氏

名

黒
川　

一
郎

長
瀬　

里
志

平
成
二
十
七
年

 

六
月
十
一
日

　

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

高
橋　

昭
嘉

須
田　

直
樹

村
上
の
ぼ
る
後
援
会

庄
司　

恒
雄

代

表

者

の

氏

名

庄
司　

恒
雄

佐
藤　

十
吉

平
成
二
十
七
年

 

六
月
二
十
日

や
つ
む
つ
お
後
援
会

玉
手　

哲
男

代

表

者

の

氏

名

玉
手　

哲
男

石
橋　

徹
郎

平
成
二
十
七
年

 

四
月
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
九
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
支
部

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

次
世
代
の
党
衆
議
院
宮
城
県
第
二
支
部

増
元　

照
明

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
七
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

香
取
つ
ぐ
お
後
援
会

（
設
立
届
の
届
出
年
月
日　

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
五
日
）

川
島　

重
雄

平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日

高
橋
じ
ゅ
い
ち
後
援
会

鈴
木　

正
悦

平
成
二
十
年
二
月
二
十
七
日

高
橋
正
後
援
会

佐
藤　

信
雄

平
成
二
十
七
年
七
月
十
八
日

保
科
惣
一
郎
後
援
会

島
貫　

明
夫

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
七
日

星
守
夫
後
援
会

（
設
立
届
の
届
出
年
月
日　

平
成
十
五
年
六
月
二
十
三
日
）

加
藤　

信
夫

平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
九
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
二
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

高
橋
じ
ゅ
い
ち
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. ７

. 28（
20. ２

. 27解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

星
守
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. ７

. ３
（
23. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）
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〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
  

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
六
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

星
守
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. ７

. ３
（
23. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

香
取
つ
ぐ
お
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. ７

. 24（
23. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

星
守
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. ７

. ３
（
23. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
政
党
の
支
部
）

次
世
代
の
党
衆
議
院
宮
城
県
第
二
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
増
元
　
照
明

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
　
衆
議
院
議
員

報
告
年
月
日
　
27. ７

. 13（
26. 12. 27解

散
）

１
　
収
入
総
額

3,690,818

　
　
　
本
年
収
入
額

3,690,818

２
　
支
出
総
額

3,690,818

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

3,690,818

　
　
　
個
人
分

3,690,818

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

654,855

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

642,335

　
　
　
事
務
所
費

12,520

　
　
政
治
活
動
費

3,035,963

　
　
　
組
織
活
動
費

124,970

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

2,850,993

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

2,850,993

　
　
　
そ
の
他
の
経
費

60,000

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
個
人
分
〕

　
　
金
沢
　
良
昌

100,000
東
京
都
江
東
区

　
　
内
田
　
夏
代

50,000
東
京
都
足
立
区

　
　
黒
田
　
征
夫

200,000
熊
本
県
八
代
市

　
　
平
野
フ
ミ
子

500,000
熊
本
県
八
代
市

　
　
増
元
　
照
明

2,840,818
仙
台
市
宮
城
野
区

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

高
橋
正
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. ２

. 18（
27. ７

. 18解
散
）

１
　
収
入
総
額

16,200

　
　
　
本
年
収
入
額

16,200
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〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
七
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

　

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

指
定
年
月
日

菅
原　
　

厚

宮
城
県
議
会
議
員

菅
原
あ
つ
し
後
援
会

大
崎
市
古
川
若
葉
町
二

－

三

－

八

平
成
二
十
七
年

 

七
月
十
三
日

畑
山　

和
晴

富
谷
町
議
会
議
員

畑
山
和
晴
後
援
会

黒
川
郡
富
谷
町
成
田
三

－

三
二

－

五

平
成
二
十
七
年

 

七
月
二
十
八
日

２
　
支
出
総
額

16,200

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
 　
寄
附

16,200

　
　
　
個
人
分

16,200

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

16,200

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

16,200

　
　
　
　
そ
の
他
の
事
業
費

16,200

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
個
人
分
〕

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

16,200

保
科
惣
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. ３

. 11（
27. ７

. 27解
散
）

１
　
収
入
総
額

124,110

　
　
　
前
年
繰
越
額

102,110

　
　
　
本
年
収
入
額

22,000

２
　
支
出
総
額

30,350

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
個
人
の
党
費
・
会
費
 

（
22人
）

22,000

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

30,350

　
　
　
組
織
活
動
費

22,000

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

8,350

　
　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

8,350

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

高
橋
正
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. ７

. 27（
27. ７

. 18解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

保
科
惣
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. ７

. 29（
27. ７

. 27解
散
）

１
　
収
入
総
額

129,760

　
　
　
前
年
繰
越
額

93,760

　
　
　
本
年
収
入
額

36,000

２
　
支
出
総
額

45,860

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
個
人
の
党
費
・
会
費
 

（
12人
）

36,000

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

45,860

　
　
　
組
織
活
動
費

36,000

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

9,860

　
　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

9,860
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〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

大
久
保
三
代

大
久
保
三
代
連
合
後
援
会

平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日
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